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第１章 高齢者虐待とは 

１ 高齢者虐待の概要 

 高齢者虐待については、平成１７年１１月１日、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律（以下「法」という。）が成立し、平成１８年４月１日から施行されました。 

 これまでも、高齢者虐待を専門に扱う機関や専門家などによって高齢者虐待の定義が示されてきまし

たが、一般的に合意を得た明確な定義はありませんでした。法により、高齢者虐待の定義が明文化され

たことは大きな進歩といえますが、事例によっては、虐待か否かの判断が困難なケースも想定されます。 

 

（１）高齢者虐待の定義 

○ 高齢者虐待とは、「養護者による高齢者虐待」および「養介護施設従事者等による高齢者虐待」をい

います（法第２条第３項）。 

○ 「養護者」とは高齢者を現に養護する者をいいます（法第２条第２項）。 

○ 「養介護施設従事者等」とは、次の養介護施設や養介護事業に従事する者をいいます（法第２条第

５項）。 

 

○高齢者虐待とは、養護者や養介護施設従事者等による次のいずれかに該当する行為をいいます 

（法第２条第４項および第５項）。 

 

イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又

はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護（※１）を著しく怠ること。 

ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与え

る言動を行うこと。 

ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 

ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。（※

２） 

※１ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の場合は、  部分が「その他の高齢者を養護すべき職務上

の義務」となります。 

※２ 高齢者の親族による当該行為も養護者による高齢者虐待に含みます。 

 

養介護施設 

老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養 

護老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウス）、老人福祉センター、老人 

介護支援センター、有料老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設、介護 

老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域包括支援センター 

養介護事業 

老人居宅生活支援事業、居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居 

宅介護支援事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事 

業、介護予防支援事業 
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○ 高齢者虐待の主な内容と具体例 

 高齢者虐待の主な内容と具体例は、以下のとおりです。平成１５年度に財団法人医療経済研究・社会

保険福祉協会（医療経済研究機構）が実施した全国調査「家庭内における高齢者虐待に関する調査」（厚

生労働省老人保健健康増進等事業。以下、「平成１５年全国調査」）が採用したものです。 

分
類 

内 容 と 具 体 例 

心
理
的
虐
待 

 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与

えること 

〔具体的な例〕 

 ・排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる 

 ・怒鳴る、ののしる、悪口を言う 

 ・侮辱を込めて、子供のように扱う 

 ・高齢者が話し掛けているのを意図的に無視する／等 

介
護
・
世
話
の
放
棄
・
放
任 

 介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄又は放任し、結果として高齢者の生活

環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること 

〔具体的な例〕 

 ・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている 

 ・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水

症状や栄養失調の状態にある 

 ・室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる 

 ・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない／等 

身
体
的
虐
待 

 暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に

遮断する行為 

〔具体的な例〕 

 ・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけど・打撲させる 

 ・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をする／等 

経
済
的
虐
待 

 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること 

〔具体的な例〕 

 ・日常生活に必要な金銭を渡さない／使わせない 

 ・本人の自宅等を本人に無断で売却する 

 ・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する／等 

性
的
虐
待 

 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又はその強要   

〔具体的な例〕 

 ・排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する 

 ・キス、性器への接触、セックスを強要する／等 

（財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会「家庭内における高齢者虐待に関する調査」） 

 

※一般に虐待は被虐待者側の定義であり、行為が意図的であるか否かを問わず、被虐待者にとって有害

な行為であれば虐待といえます。 
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（２）関係機関等とその責務・役割 

 法では、国および地方公共団体、国民、高齢者の福祉に業務上関係のある団体および職務上関係 

のある者（以下「高齢者の福祉に職務上関係のある者等」という。）の責務について、次のとおり 

規定しています（法第３条、第４条および第５条）。 

 

 ■ 国および地方公共団体の責務 

  ・関係機関および民間団体等との連携強化、民間団体の支援その他必要な体制整備に努める。 

  ・高齢者虐待に携わる専門的人材の確保および研修等による当該職員の資質向上に努める。 

  ・高齢者虐待に係る通報義務、救済制度等の広報・啓発活動を行う。 

 

 ■ 国民の責務 

  ・高齢者虐待防止、養護者に対する支援等の重要性を理解する。 

  ・国および地方公共団体が講ずる高齢者虐待防止ならびに養護者支援のための施策協力に努める。 

 

 ■ 高齢者の福祉に職務上関係のある者等の責務 

  ・高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努める。 

  ・国および地方公共団体が講ずる高齢者虐待防止のための啓発活動ならびに虐待を受けた高齢者保

護のための施策協力に努める。 

 

 ■ 各関係機関等の具体的な役割 

 

関係機関等 具体的な役割 

国 厚 生 労 働 省 等 

・関係省庁等との連携協力体制の整備 

・専門職員の確保および資質向上のための措置 

・通報義務等の広報・啓発活動 

・調査、研究 

・成年後見制度の周知、利用促進 

地方 

公共団体 

都道府県 

・関係機関および民間団体等との連携協力体制の整備 

・専門職員の確保および資質向上のための措置 

・通報義務等の広報・啓発活動 

・市町村間の連絡調整、情報提供、助言 

・成年後見制度の周知、利用促進 

・養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況や措置等に 

関する公表 

・養介護施設（事業所）の指導、監督 

警察 
・市町村立入調査時の援助 

・市町村窓口等への相談・通報、連携体制への協力 

市町村、 

地域包括支援センター 

・通報義務等の広報・啓発活動 

・通報・届出受理窓口の設置および周知 

・関係機関および民間団体等との連携協力体制の整備 

・高齢者虐待担当部局および高齢者虐待対応協力者の周知 

（次頁につづく） 
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地方 

公共団体 

市町村、 

地域包括支援センター 

（前頁より） 

・相談、指導、助言 

・対象高齢者の安全確認、通報・届出事項の事実確認 

・対象高齢者宅への立入調査および警察への援助要請 

・高齢者虐待対応協力者との対応に係る協議 

・高齢者の保護、審判の請求 

・居室の確保 

・入所措置した高齢者と虐待者との面会の制限 

・養護者への支援（負担軽減のための相談、指導、助言等） 

・専門職員の確保および資質向上のための措置 

・養介護施設従事者等による虐待の通報・届出事項に係る 

都道府県への報告 

・養介護施設（事業所）の指導、監督 

・成年後見制度の周知、利用促進 

・財産上の不正取引に係る相談 

国民 

高齢者、養護者、家族、 

親族、近隣住民、 

自治会、老人クラブ等 

・高齢者虐待防止、養護者支援等の重要性の理解 

・地域での支援体制の確立（見守り、声掛け等） 

・市町村窓口等への相談・通報、連携体制への協力 

・行政が行う施策への協力 

高齢者の 

福祉に職 

務上関係 

のある者 

等 

民生児童委員等 

・高齢者虐待発見の努力、発見時の支援（見守り、声掛け、 

相談、助言等） 

・市町村窓口等への相談・通報、連携体制への協力 

・行政が行う啓発活動や施策への協力 

養介護施設従事者等 

・高齢者虐待発見の努力、発見時の支援（観察、見守り、 

声掛け、相談、助言、介護保険サービス等の提供等） 

・市町村窓口等への相談・通報、連携体制への協力 

・行政が行う啓発活動や施策への協力 

養介護施設設置者等 

・高齢者虐待発見の努力、発見時の支援（観察、見守り、 

声掛け、相談、助言、介護保険サービス等の提供等） 

・高齢者虐待防止のための措置（研修の実施、苦情処理体制 

の整備等） 

・入所措置された高齢者と虐待者との面会の制限 

・市町村窓口等への相談・通報、連携体制への協力 

・行政が行う啓発活動や施策への協力 

医師、看護師等 

・高齢者虐待発見の努力、発見時の支援（観察、健康状態の 

確認、診断、医療の提供、助言等） 

・市町村窓口等への相談・通報、連携体制への協力 

・行政が行う啓発活動や施策への協力 

弁護士、司法書士 

・高齢者虐待発見の努力、発見時の支援（法的対応・手続き 

等の相談、指導、助言等） 

・市町村窓口等への相談・通報、連携体制への協力 

・行政が行う啓発活動や施策への協力 
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第２章 養護者による高齢者虐待への対応 

１ 養護者による高齢者虐待の防止、早期発見 

 高齢者虐待の防止、早期発見のためには、まず私たち一人一人が虐待に関する正しい知識を持ち、 

虐待を起こさせないよう高齢者と養護者を支援し、見守っていく地域づくりが必要です。 

 

（１）認識を高める 

高齢者虐待は特別な家庭のみに起こるのではなく、また介護が必要な高齢者のみに起こる問題でもあ

りません。自立した高齢者は介護や見守りの対象から外れてしまうため、かえって発見が遅れる可能性

があります。介護が必要な高齢者だけでなく、自立した高齢者にも常に気にかけておく必要があります。 

 また、法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合には、市町村に通報するよう努めなけ

ればならないと規定しています。さらに、虐待を受けたと思われる高齢者の生命または身体に重大な危

険が生じている場合（※３）には、速やかに市町村に通報する義務があるとしています（法第７条）。「虐

待かどうかはっきりわからないから…」「関わりたくない」等の理由で虐待を放置しないようにしましょ

う。 

 いま一度、高齢者虐待について再認識し、私たち一人一人が地域の見張り役になって、虐待防止、早

期発見に取り組んでいきましょう。 

 

○ 高齢者虐待とは、高齢者が受ける身体的・精神的・経済的な苦痛であり、人権問題です。 

○ 判断の基準は、虐待者による行為によって高齢者の尊厳ある生活に支障が生じているかどうかです。 

○ 高齢者虐待の発生には様々な要因が複雑に絡んでおり、どんな家庭でも起こる可能性があります。 

○ 元気な高齢者も虐待を受ける可能性があります。 

○ 私たち一人一人が関心を持たなければ虐待は防止できません。 

 

（２）認知症を理解する 

厚生労働省により平成２７年１月に発表された認知症施策推進総合戦略（『新オレンジプラン』）によ

ると、認知症高齢者数は、２０１２年の４６２万人から２０２０年には６０２万人、２０３０年には７

４４万人と大幅に増加すると見込まれています。また、高齢者虐待発生要因の主なものに、認知症によ

る言動の混乱が挙げられており、今後、高齢者虐待が増加することが懸念されます。高齢者虐待の増加

を防ぐには、認知症に対する正しい理解と介護方法等の習得が必要です。 

 認知症の症状は、現在の生活環境、過去の生活歴、性格等によって個人差があり、また認知症の段階

によっても違いがあります。直前の出来事が思い出せずに同じことを何度も繰り返し尋ねたり、食事を

しているのに「食べていない」と言い張ったりするなどの症状があるため、家族はどうしてもイライラ

しがちになります。しかし、認知症を正しく理解して、認知症高齢者への接し方、見方を変えていけば、

介護は少し楽になります。例えば、ときには誤った言動を受け入れてみる、高齢者ができることは多少

時間がかかっても本人にやらせるなどです。このほかにも、いろいろな介護サービスを利用したり、家

族や近隣者の協力を得ながら、養護者自身の生活に十分なゆとりが持てる方法を考えていきましょう。 

 国の施策として認知症サポーターの養成も推進されており、『新オレンジプラン』では２０１７年度末

には８００万人を目標としています。 

 

※３ Ｐ１６「緊急性の判断」を参照下さい。 
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○ 認知症によるもの忘れと加齢によるもの忘れとは違います。 

○ 認知症の症状は、記憶障害、見当識障害（日時・場所・人がわからない）、判断力の低下などの 

中核症状が進行するにつれ、妄想、幻覚、不安、依存、徘徊、攻撃的行動、睡眠障害、介護への 

抵抗、異食・過食、抑うつ状態などの周辺症状がみられることがあります。 

○ 失われた機能を取り戻すことはできませんが、初期段階からの治療により進行を抑えることは 

可能です。早めに医師の診断を受けましょう。 

○ 養護者の対応によって、認知症の症状は良くなる可能性があります。介護も治療のひとつです。 

○ 高齢者の身になって考え、対応することが何よりも大切です。 

 

（３）高齢者虐待のサイン 

 虐待かどうかを見極めるのは困難ですが、以下の項目に複数あてはまる場合は、虐待の可能性が 

高いといえます。ただし、これらは一例であり、他にも様々なサインがあると思われます。高齢者 

等の言動に不自然だと感じることがあれば、そこに何らかのサインがあると考える必要があります。 

 また、対象者だけを見ていると判断が難しい場合があります。高齢者や養護者だけでなく、他の 

家族、以前の生活や健康状態等と比較することも、サインを読み取るうえで重要なポイントです。 

（高齢者処遇研究会編「高齢者虐待防止マニュアル」より） 

 

■被虐待者に共通してみられるサイン 

 □通常の行動が不自然に変化する 

 □たやすく怯えたり、恐ろしがったり、過度に怯えたり、恐怖を示す 

 □人目を避け、多くの時間を一人で過ごす 

 □医師や福祉・保健の関係者に話すこと、援助を受けることをためらう 

 □医師や福祉・保健の関係者に対する話の内容がしばしば変化する 

 □睡眠障害がある 

 □不自然な体重の増減がある 

 □物事や周囲のことに対して極度に無関心である 

 □強い無力感、あきらめ、なげやりな態度などが見られる 

 

■身体的虐待を受けている高齢者の身体面、行動面に見られるサイン 

 □説明のつかない転倒や、小さな傷が頻繁に見られる 

 □腿
もも

の内側や上腕部の内側、背中などに 瘡
そう

（傷）やみみずばれがある 

 □回復状態が様々な段階の傷やあざ、骨折の跡がある 

 □頭、顔、頭皮などに傷がある 

 □臀
でん

部
ぶ

（尻）や手のひら、背中などにやけどの跡がある 

 □「家にいたくない」、「蹴られる」などの訴えがある 

 □傷やあざに関する説明のつじつまが合わない 
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■養護者による世話の放棄のサイン 

 □居住する部屋、住居が極端に非衛生的である、あるいは異臭がする 

 □部屋の中に衣類やおむつなどが散乱している 

 □寝具や衣服が汚れたままであることが多い 

 □濡れたままの下着を身につけている 

 □かなりの程度の潰
かい

瘍
よう

や褥
じょく

そう（床ずれ）ができている 

 □身体にかなりの異臭がする 

 □適度な食事をとっていない 

 □栄養失調の状態にある 

 □疾患の症状が明白であるにもかかわらず、医師の診断を受けていない 

 

■心理的虐待を受けている高齢者の身体面、行動面に見られるサイン 

 □指しゃぶり、かみつき、ゆすりなど悪習慣が見られる 

 □不規則な睡眠（悪夢、眠ることへの恐怖、過度の睡眠など）の訴えがある 

 □ヒステリー（心理的な原因によって起きる身体の変化）、強迫観念（些細なことが気になり、それを

止めることができない）、強迫行為（強迫観念に引きずられて異常な行動を繰り返す）、恐怖症など

の神経症的反応が見られる 

 □食欲の変化、摂食の障害（過食、拒食）が見られる 

 □自傷行為が見られる 

 

■性的虐待を受けている高齢者の身体面、行動面に見られるサイン 

 □不自然な歩行や座位の困難 

 □肛門や女性性器からの出血や傷がある 

 □生殖器の痛み、かゆみを訴える 

 

■経済的虐待を受けている高齢者の身体面、行動面に見られるサイン 

 □年金や財産などがあり財政的に困っているはずはないのに、お金がないと訴える 

 □財政的に困っていないのに、本人や家族に費用負担のあるサービスを受けたがらない 

 □サービスの費用負担や生活費の支払いが突然できなくなる 

 □資産の状況と衣食住など生活状況との落差が激しい 

 □知らないうちに預貯金が引き出されたといった訴えがある 

 

■虐待している養護者・家族にみられるサイン 

 □高齢者に対して冷淡な態度や無関心さが見られる 

 □高齢者の世話や介護に対する拒否的な発言をしばしばする 

 □高齢者の健康に関して関心が低く、受診や入院の勧めを拒否する 

 □高齢者に対して過度に乱暴な口のききかたをする 

 □経済的に余裕があるように見えるのに高齢者に対してお金をかけようとしない 

 □福祉や保健の専門家に会うことを嫌がる 
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（４）高齢者虐待を起こさせない、見落とさない地域づくり 

 虐待防止支援体制を考えるうえで欠かせない存在となるのが地域社会です。地域住民の一人一人は、

その地域内の虐待ＳＯＳをいち早くキャッチする見張り役として、またお互いに相談したり助け合える

協力者として重要な役割を持っていることを認識する必要があります。「○○さんを最近見かけないけど

どうしたのかな？」「△△さん最近元気がないけど何か心配ごとでもあるのかしら？」といったちょっと

した気付きが、虐待を未然に防止し、早期発見するうえで大切なのです。 

 

■養護者への声かけ 

 高齢者の多くは自宅で生活することを望んでおり、また家族の多くもできれば最後まで家で世話をし

たいと考えています。ところが、高齢者を介護する家族は様々な負担を抱え、常に緊張状態を強いられ

ています。緊張状態が長く続くと介護に無理が生じてきます。この緊張状態を和らげるためには、デイ

サービスやショートステイなどの介護保険サービスや公的な福祉サービスを利用することも有効です。

しかし、誰でもすぐに行える最も効果的な方法は、養護者に対して「大変ですね。大丈夫ですか？」と

声をかけることです。「誰かが気にかけていてくれる。」「介護の大変さを理解してくれている。」と感じ

ることで、養護者はその負担を軽減することができます。 

 

■自らの価値観を押し付けない 

 介護を取り巻く環境や考え方は時代とともに変化していますが、その反面、各地域や各世代に深く根

付いている慣習等が虐待を引き起こす要因となっていることも否定できません。介護について、「親の面

倒は長男が看るべき」「親を施設に入れるなんて・・家で介護すべき」などと考えている人も少なくない

のが現実です。そのような自らの価値観を他人に押し付けることは避けるべきです。悪気はなくても、

結果的に養護者を追いつめていることもあります。各家庭にはそれぞれの事情があることを忘れてはい

けません。 

 

■高齢者虐待のサインを読み取る 

 虐待は家庭という密室で発生することや、虐待が発生する家庭は地域から孤立している傾向があるな

どの理由から、第三者が発見しにくい状況にありますが、虐待を受けている高齢者は、意識的または無

意識に何らかのサインを発しています。「何かいつもと様子が違う。」と感じることがあれば、虐待を疑

ってみる必要があります。 

 高齢者の福祉に職務上関係のある者等だけでなく、地域社会全体で常に高齢者を気にかけ、虐待のサ

インを読み取る努力をすることが大切です。そして、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合に

は、市町村等へ相談するようにしましょう。 

 

＜詳しくはＰ１０「高齢者虐待に関する相談等」を参照下さい。＞ 

  



- 9 - 

 

２ 高齢者虐待対応ネットワークと具体的な対応方法 

 

 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、個人的対応で解決できるものは少なく、市と関係機

関等（以下「高齢者虐待対応協力者」という。）が協力して継続的な支援を行っていく必要があります。

そのため、本市では下図のとおり、高齢者虐待対応ネットワークを形成し、迅速かつ効果的な対応に努

めています。 

 高齢者虐待の発見から、具体的な支援策までの課程を５つの段階に分けて、各段階での市および高齢

者虐待対応協力者の役割や具体的な対応方法について説明します。 

 

 

 

 

  

和歌山市高齢者虐待対応ネットワーク 

相談（通報・届出）者 

高齢者・地域福祉課 

地域包括支援センター 

地域包括支援課 

警察・医療機関等との協力 

＊立入調査・・・警察 

＊治  療・・・医療機関 

＊短期入所・・・老人短期入所施設 

高齢者虐待対応協力者会議 

＊介入・支援の必要性の判断 

＊緊急性の判断 

＊対応策の検討および決定 

介護ストレス 虐待の疑い 

＊緊急性の判断 

＊高齢者虐待対応協力者決定 

＊介護保険居宅サービス 

 福祉サービスの利用 

＊審判の請求 

＊地域での見守り 

＊成年後見制度 

＊福祉サービス利用援助事業 

＊特別養護老人ホーム等
への（措置）入所 

相談（通報・届出） 家庭訪問等（安全確認・事実確認） 

緊急性あり 

緊急性あり 

在宅生活可能  在宅生活不可 

（
１
）
高
齢
者
虐
待
の
発
見
等 

（
２
）
相
談
窓
口
で
の
対
応 

（
３
）
相
談
内
容
等
の
確
認 

（
４
）
対
応
策
の
検
討
お
よ
び
決
定 

（
５
）
具
体
的
な
支
援
策 
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和歌山市及び高齢者虐待対応協力者の役割 

 

和
歌
山
市 

地
域
住
民
・ 

民
生
児
童
委
員
等 

地
域
包
括
支
援 

セ
ン
タ
ー 

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
・ 

訪
問
介
護
員
等 

医
療
関
係
者 

弁
護
士
・
司
法
書
士
等 

警
察
署 

⑴ 高齢者虐待の発見等 ● ● ● ● ● ● ● 

⑵ 相談窓口での対応 ●  ●     

⑶ 相談内容等の確認 ●  ●    ● 

⑷ 対応策の検討および決定 ● ● ● ● ● ● ● 

⑸ 具体的な支援策 ● ● ● ● ● ● ● 

⑹ 虐待対応の終結 ● ● ● ● ● ● ● 

 

（１）高齢者虐待の発見等 

 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに市町村に通報するよう

努めなければなりませんが、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合（※３）には、速

やかに通報しなければなりません（法第７条第１項および第２項）。 

 高齢者虐待に関する相談、通報および届出（以下「相談等」という。）は、本市および地域包括支援セ

ンターの相談窓口で対応します。 

 被虐待者の家族、友人、近隣住民、民生児童委員等の他、ケアマネージャー、訪問介護員、医療機関

等の高齢者の福祉に職務上関係のある者等が高齢者虐待を発見しやすい立場にあるといえます。 

 

■高齢者虐待に関する相談等 

 次の窓口で、虐待に関する相談等ができます。窓口の職員には守秘義務があるので、安心して相談す

ることができます。 

 

 和歌山市窓口  

 所在地 電話番号 

高齢者・地域福祉課 

（高齢者・障害者成年後見センター）  
七番丁２３ 

０７３－４３５－１０５３ 

（高齢者・障害者成年後見センター直通）  

地域包括支援課 西汀丁３６ ０７３－４３５－１１９７ 

 

 

 

※３ Ｐ１６「緊急性の判断」を参照下さい。 
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○ 地域包括支援センター 

 名  称 所 在 地 電話番号 担当地区 

1 地域包括支援センター 西脇 
西庄３８９－１ 

ﾚｼﾞﾀﾞﾝｽ･ｱﾝｿﾚｲｴ１０１ 
073-456-1212 加太・西脇 

2 地域包括支援センター 木本 
榎原２０４－１０ 

ストリームビル１階 
073-480-3010 木本・貴志 

3 地域包括支援センター 松江 松江北２丁目１９－８ 073-488-8782 松江・湊 

4 地域包括支援センター 野崎 北島３２５－１０６ 073-453-8102 野崎・楠見 

5 地域包括支援センター 有功 六十谷３６１－１ 073-464-1033 有功・直川 

6 地域包括支援センター 川永 島２６－１１８ 073-464-2468 紀伊・山口・川永 

7 地域包括支援センター 和佐 井ノ口３０２－５ 073-477-7181 西和佐・和佐・小倉 

8 地域包括支援センター 東山東 明王寺１３－１ 073-466-3344 
岡崎・西山東・ 

東山東 

9 地域包括支援センター 名草 毛見１４５１ 073-444-3142 名草・三田・安原 

10 地域包括支援センター 雑賀 関戸１丁目４－１５ 073-445-1700 
雑賀崎・田野・ 

和歌浦・雑賀 

11 地域包括支援センター 宮前 杭ノ瀬２５５番地２ 073-474-5535 宮・宮前 

12 地域包括支援センター 高松 
西高松 1 丁目５－４ 

高松丸岩ビル１０１号 
073-435-0312 

砂山・今福・吹上・ 

高松 

13 地域包括支援センター 新南 
木広町５丁目１－４ 

高田ビル１階 
073-488-1750 

広瀬・芦原・ 

新南・大新 

14 地域包括支援センター 宮北 吉田４２３ 073-432-0077 
中之島・四箇郷・ 

宮北 

15 地域包括支援センター 城北 
十二番丁３０ 

シティビルアオイ 1 階 
073-488-5518 本町・城北・雄湊 

 

※高齢者が身体的危害を加えられるなど緊急的な制止が必要な場合 

 警察署 所在地 電話番号 

１ 和歌山東警察署 栗栖６８６－７ ０７３－４７５－０１１０ 

２ 和歌山西警察署 吹上１丁目６－３０ ０７３－４２４－０１１０ 

３ 和歌山北警察署 松江北２丁目１－４１ ０７３－４５３－０１１０ 
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■当事者等からの相談等 

 養護者による虐待を受けている高齢者や、介護のことで悩んでいる養護者等は、前述の相談窓口にお

気軽にご相談下さい。仕返しが怖い、大げさにしたくない等の理由で相談しづらいこともあるかもしれ

ませんが、誰かに悩みを打ち明けるだけでも気分が楽になることもあります。 

 

■地域での発見 

 友人、近隣住民、民生児童委員等は、高齢者にとっても養護者にとっても身近な存在であり、相談を

受けやすい立場にあります。相談内容を十分に聴きとり、相談内容に高齢者虐待の事実がある、または

疑いがある場合は、「家庭内のもめごと」として片付けることなく、相談窓口に相談するようにしましょ

う。 

 

■高齢者の福祉に職務上関係のある者等による発見 

 高齢者虐待が発生した家庭の約４割が「社会参加はまずない」と回答している（多々良紀夫編，２０

０１，「高齢者虐待－日本の現状と課題－」より）など、虐待が発生する家庭は、一般的に社会や地域か

ら孤立していると考えられるため、地域による虐待の発見が遅れる可能性があります。 

密室化した家庭内へと入ることができるケアマネージャーや訪問介護員、デイサービスの入浴時に高齢

者の身体を直接確認できる通所介護担当者、診断や治療を施す医療関係者、トラブルの相談を受ける弁

護士や司法書士は、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなけれ

ばなりません（法第５条第１項）。 

 虐待を発見した時や相談を受けた場合は、チームアプローチが基本となります。一人で抱え込まない

よう、上司等に相談するとともに、相談窓口に通報して関係機関の協力を得ましょう。また、自らの立

場を確認し、できることとできないことを明らかにする必要があります。高齢者や家族に会う機会を意

識的に増やしたり、記録をいつもより詳細に残すなど、自分にできることに取り組むとともに、高齢者

虐待対応協力者会議等には進んで参加し、自分の役割を探し、責任を果たすよう努めましょう。 

  〈詳しくはＰ１８「高齢者虐待対応協力者会議の開催」を参照下さい。〉 
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（２）相談窓口での対応 

 相談等を受けた窓口担当者において、虐待の事実があるかどうかを判断することが困難なケースも想

定されますが、虐待があるかもしれないという意識を持って相談者の声に耳を傾ける必要があります。 

 なお、相談等を受けた職員等は、職務上知り得た事項であって相談者を特定させるものなどを決して

漏らしてはなりません（法第８条ならびに第１７条第２項および第３項）。 

 

■窓口職員の心構え 

 ①信頼関係を築く 

  虐待への介入・継続的な対応をスムーズに行うには、高齢者やその家族との信頼関係を築くことが

大切です。信頼関係を築くには、相手の立場に立って考えるという姿勢を持つことが重要です。高齢

者や家族のどんな小さな相談にも傾聴し、家族と一緒になって「どうすればよくなるか」を考えてい

きましょう。高齢者や家族の悩みごとやストレス解消に努めることにより、虐待を未然に防止するこ

とや、虐待がより深刻化することを防ぐことができます。 

 

 ②傾聴する 

 相手が話しやすいように配慮しながら、質問は最小限にして事実を確認していきます。尋問されて

いるような印象を与えないように、相談者に十分に聴いてもらえたと思われる相談を心がけます。 

 また、たらいまわしにされたという印象を持たれないよう、安易に他機関を紹介するのは控えたほ

うがよいでしょう。 

 

■対応のポイント 

 ①誰からの相談か 

  誰からの相談かによって関わり方や支援の方向が異なってきます。特に、匿名の相談の場合、当事

者との関係を把握するように努めます。 

 

 ②相談者はどうしたいのか 

  ・相談者が被虐待者で、その届出をしたいのか 

  ・相談内容は当事者に知られたくないのか、知られてもよいのか 

  ・相談があったことを伏せて対応することを望んでいるのか 

  ・知らせてすぐに対応してもらいたいのか 

  ・自分でなんとか解決したいと思っているのか 

  ・話を聴いてもらうだけでよいのか 

 

 ③相談者が対応を望んでいる場合 

  相談者が何らかの対応を望んでいる場合には、相手の気持ちを受け止めた上、「担当者が様子を確認

するために訪問します。」「関係機関と対応を検討します。」などと返答します。 

  また、その後の相談者との連絡方法について、こちらから連絡してもよいのか、相談者から連絡し

てくれるのかを確認します。 
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（３）相談内容等の確認 

 相談を受けた本市または地域包括支援センターは、相談内容を基に、介入や支援の必要性・緊急性を

判断し、必要性があると判断される場合には、速やかに家庭訪問等を行い、対象高齢者の安全確認およ

び事実確認を行います（法第９条第１項）。 

 介入や支援の必要性等については、相談を受けた職員だけでなく、組織内の複数の職員により判断す

ることが大切です。また、家庭訪問等についても、原則として複数の職員で行いますが、その際、その

後の相談支援活動に中心となって関わる担当者を決定しておきます。 

 当該確認に際しては、客観的、正確な情報収集等に努めるとともに、プライバシーに配慮することな

どが大切です。また、確認時において、対象高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれ

があると認められる場合（※３）には、高齢者を一時的に保護する必要があります（法第９条第２項）。 

 さらに、緊急性の判断において、対象高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあ

ると認められる場合には、警察の援助を得て当該高齢者宅の立入調査を行うことができます（法第１１

条および第１２条）。 

 また、高齢者への支援はもちろん、虐待発生の要因が養護者自身の生活上の課題等にある場合には、

課題解決に向けた養護者への支援も必要となりますので、面接により虐待の背景を把握する必要があり

ます（法第６条及び１４条）。 

 なお、調査を行う職員等は、職務上知り得た事項であって相談者を特定させるものなどを決して漏ら

してはなりません（法第８条ならびに第１７条第２項および第３項）。 

 

■確認する内容 

 ①対象高齢者の安全確認 

 家庭訪問等の際には、始めに、対象高齢者の安全を確認する必要があります。その結果、高齢者の

生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる場合（※３）には、本市は、高

齢者を一時的に保護する等の措置をとります。 

＜詳しくはＰ１６「緊急時の対応」を参照下さい。＞ 

 また、安全確認ができた場合においても、当該高齢者宅を定期的に訪問するなど、継続して見守る

ことが大切です。 

 

 ②相談内容の事実確認 

 相談内容について、事実を客観的に漏れなく把握することは、高齢者虐待対応協力者等が共通認識

を持って、適切な対応策を検討していくために不可欠です。 

 高齢者の状態、家庭環境、家族関係、社会との関わり等について、正確な情報収集に努めます。 

 

 

 

※３ Ｐ１６「緊急性の判断」を参照下さい。 

  



- 15 - 

 

■情報収集する主な内容 

 ・家族構成、続柄、年齢、職業等 

 ・対象高齢者への介護の状況 

 ・虐待の内容とレベル 

 ・虐待の事実と経過（日時やその時の様子など） 

 ・対象高齢者の性格と身体・心理状況 

 ・虐待者または虐待が疑われる者の性格と身体・心理状況 

 ・家計、住居、家庭環境（衛生面等）等の状況 

 ・その他家族の人間関係やエピソード 

 ・家族内外でキーパーソンとなりうる人 

 

■確認時の心構え 

①客観的、正確な情報収集 

 対象高齢者が認知症の状態であったり、養護者が精神的に不安定になっていることも想定されます。

片方のみの言い分を鵜呑みにすることは危険です。また、自分の価値観だけで判断せずに、必ず複数

の職員により客観的、正確な情報収集に努めます。 

  また、口頭で得られる情報だけでなく、観察によって得られる情報も重要な判断材料となるので記

録するようにします。 

 

②話しやすい雰囲気づくり 

 対象高齢者や養護者との面談は、他の家族が一緒だと話しづらいこともあるため、別々に話を聴く

ようにします。また、仕返しを恐れて話したくても話せないこともあるので、十分な配慮が必要です。 

 当事者やその家族との面談の場合、いきなり「虐待」という言葉を出すと、大抵の家族は抵抗を示

し、その後の情報収集や支援等が難しくなることがありますので、介護などの周辺環境に関する話題

等から情報収集に努めることが大切です。近隣住民や地域から情報を得ようとするときも、「虐待」と

いう言葉は使わないほうがよいでしょう。 

 

 ③対象高齢者の意思確認 

 対象高齢者がこのまま在宅生活を続けたいのか、他の親族と同居して在宅生活を続けたいのか、そ

れとも施設に入所したいのか、本人の意思によって支援方法が変わってきます。高齢者の言動や表情

からその意思を確認するよう努めます。高齢者が認知症等で意思確認が困難な場合には、他に協力し

てくれる親族等から意見を聴くようにします。 

 

 ④信頼関係を築く 

 虐待は、一時的に改善が見られても、外部との関わりが少ない家庭環境においては再発する危険性

があるので、第三者が常に家族との関わりを持ち続ける必要があります。 

 調査に際しても、本市等が継続的な介入・支援ができるよう、家庭内の様々な問題への理解に努め、

「いつでも相談してください。」と告げるなど、高齢者やその家族との信頼関係を築いていくことが大

切です。 
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⑤プライバシーへの配慮 

  虐待はとてもデリケートな問題です。虐待をしたという事実も、受けたという事実も、できれば他

人には知られたくないものです。虐待が発生した家族を継続的に支援していくには、近隣住民や地域

の協力は欠かせませんが、差別や偏見につながる可能性も少なからずあります。 

プライバシーには十分な配慮が必要です。 

 

■緊急性の判断 

 高齢者や養護者の状態が以下に示すような場合には、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じて

いる、またはそのおそれがあると判断されます。（※４） 

判断の対象 具体的な例 

高齢者の状態 
暴力による骨折・外傷歴、著しい外傷、脱水症状、栄養不良、衰弱、 

戸外放置、自殺の可能性、保護救済を強く求めている 等 

養護者の状態 粗暴な言動、興奮すると見境がなくなる 等 

 

■緊急時の対応 

 確認時において、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている、またはそのおそれがある（レ

ベル４または３（※４））ときは、直ちに治療の必要性を確認し、適切な処置を講じるとともに、高齢者

と養護者とを分離させる必要があります。 

 養護者以外に協力できる親族等がいる場合には、治療や分離に協力してもらい、いない場合には、本

市が、高齢者を一時的に保護するため、老人短期入所施設への入所の手続きを行います。 

高齢者の安全を確保している間に、高齢者虐待対応協力者会議で、その後の支援、対応策について検討

を行います。＜詳しくはＰ１８「（４）対応策の検討および決定」を参照下さい。＞ 

 

■立入調査 

 相談内容に基づく緊急性の判断において、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれ

があると認められる場合には、当該高齢者の住所または居所への立入調査を行うことができます。 

 その際、高齢者の生命または身体の安全の確保に万全を期する観点から、当該高齢者の住所または居

所の所在地を管轄する警察署長に援助を求める場合もあります。 

 調査により、高齢者の安全を確保するために、養護者との分離が必要と判断される場合には、当該高

齢者を一時的に老人短期入所施設に保護する等の手続きを行います。 

 

※４ Ｐ１８「高齢者虐待のレベルと介入のステージ」を参照下さい。 
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緊急時における対応フロー 

高 齢 者 

生命等の危険 

治療の必要 

協力親族あり 

立入調査 

入院治療 

通院治療 

協力親族なし

  

了解のもと 

本人または親族

による契約 

本人による契約 

協力親族あり 協力親族なし 

協力・見守りのもと

本人または親族に

よる契約 

本人による契約 

本市による措置 本市による措置 

短期入所等 訪問介護等 

あり 

あり 

なし 

分離の必要 

なし 

（市・警察） 

（医療機関） 
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（４）対応策の検討および決定 

 家庭訪問等により収集した情報を基に、介入や支援の必要性・緊急性の判断の他、養護者による高齢

者虐待の防止や、虐待を受けた高齢者の保護および養護者に対する適切な支援方法、さらには役割分担

等を検討し決定するため、高齢者虐待対応協力者会議を開催します（法第９条および１６条）。 

 虐待のレベルや問題の内容等に応じて、会議に参加する高齢者虐待対応協力者や、介入や支援の方法

はかわってきますが、それぞれの専門知識等を活かした多面的な支援・対応策を検討し決定します。 

 

■高齢者虐待のレベルと介入のステージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■高齢者虐待対応協力者会議の開催 

 確認した情報を基に、市職員や地域包括支援センター職員、民生児童委員などによる高齢者虐待対応

協力者会議を開催します。 

 会議には、問題の内容、性格に応じて、適宜、警察官や医師、弁護士等の出席を求め、適切な対応に

努めます。また、虐待に関する支援活動等は、幅広い関係機関の参画と相互の連携が重要であるので、

日頃から、関係機関相互の意思疎通を十分に図っておく必要があります。 

 また、当会議において、対象高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認め

られた場合には、本市は当該高齢者宅の立入調査を行い、適切な措置を講じます。＜詳しくはＰ１６「立

入調査」を参照下さい。＞ 

 

■対応策の決定 

 高齢者虐待対応協力者会議においては、虐待のレベルに応じて支援・対応策を協議し決定しますが、

基本的には、在宅生活が可能なうちは、介護保険の居宅サービスや福祉サービス等の各種制度を利用し

ながら見守りを続け、在宅生活が困難な場合には、養護老人ホームや特別養護老人ホーム等への入所措

置等を行います。また、必要があると認められる場合には、成年後見人等選任審判の請求を行います。 

  

レベル４ 

レベル２ 

レベル３ 

レベル１ 

生命・身体への重大な危険 

日常的な暴力のおそれ 

爆発の危険性 

高齢者虐待の可能性 

アザ、ケガ、火傷など 

養護者の極度のストレス・介護疲れ 

家庭内の関係が崩壊状態など 

養護者のストレス・介護疲れ 

家庭内の関係悪化など 

不十分な介護・知識・能力 

養護者が高齢者など 

危険回避（分離・保護）のレベル 

一時分離のレベル 

サービス提供等のレベル 

見守り・指導等のレベル 
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（注）措置入所した場合の面会の制限 

 虐待を受けた高齢者が措置により特別養護老人ホーム等へ入所した場合、市長や当該施設長は、 

虐待防止および高齢者の保護の観点から、虐待を行った養護者と高齢者との面会を制限すること 

ができます（法第１３条）。 

  

虐待の 

レベル 
支援方法 主な支援方針 

レベル１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

危
機
回
避
（
分
離
・
保
護
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
時
分
離 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
提
供
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

見
守
り
・
指
導
等 

地域包括支援センター職員、在宅介護支援センター職員、

保健師等による家庭訪問などで、実態把握や安否確認を行

いながら、対象者に対して虐待防止のための見守りや、生

活指導等を行います。 

レベル２ 

介護保険サービスや福祉サービス等を利用させます。養護

者からの虐待等によって介護保険サービスを利用できない

高齢者に対しては、市長の措置により利用させることがで

きます。 

また、高齢者の意思を尊重しながら、家族関係の修復に努

めます。 

レベル３ 

高齢者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれ

がある場合や、一時的に在宅生活が困難な場合は、短期入

所等を利用し、高齢者の保護や養護者の負担軽減を図りま

す。 

レベル４ 

高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合

は、高齢者を迅速に保護する必要があります。短期入所等

を利用して一時的に養護者と分離し、保護するとともに、

その間にその後の支援・対応方法の検討を行います。 

在宅生活が困難な場合には、福祉事務所長の措置等により

養護老人ホームや特別養護老人ホームへ入所させることな

どができます。 

虐待のレベルに応じた支援策 
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（５）具体的な支援策 

 養護者による高齢者虐待の防止や虐待を受けた高齢者の保護、または養護者の負担軽減を図るための

主な支援策は次表のとおりです。 

 また、本市は、必要があると認められる場合には、老人福祉法第１０条の４第１項もしくは第１１条 

第１項の規定による措置、または同法第３２条の規定により成年後見人等選任審判の請求を行います 

（法第６条、第９条第２項および第１４条）。 

具体的な支援策 措置および審判の請求 

主
な
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 措置 (老人福祉法第１１条第１項) 

② 介護老人保健施設（老人保健施設） － 

③ 介護療養型医療施設（療養病床） － 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

④ 訪問介護（ホームヘルプ） 

措置 

（老人福祉法第１０条の４第１項） 

⑤ 通所介護（デイサービス） 

⑥ 短期入所生活介護（ショートステイ） 

⑦ 小規模多機能型居宅介護 

⑧ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

⑨ 特定施設入居者生活介護 － 

そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス 

① 養護老人ホーム 措置(老人福祉法第１１条第１項) 

② 生活支援ハウス － 

③ ケアハウス － 

④ 成年後見制度利用支援事業 審判の請求 (老人福祉法第３２条) 

⑤ 福祉サービス利用援助事業 － 

⑥ 法律相談等 － 

 

■主な介護保険サービス 

 

〈施設サービス〉 

①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  要介護者が、特別養護老人ホームに入所して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を受けることができます。 

②介護老人保健施設（老人保健施設） 

  要介護者が、介護老人保健施設に入所して、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練そ

の他必要な医療ならびに日常生活上の世話を受けることができます。 

③介護療養型医療施設（療養病床） 

  要介護者が、療養病床等を有する病院または診療所に入院して、療養上の管理、看護、医学的管理

の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を受けることができます。 
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〈居宅サービス〉 

④訪問介護（ホームヘルプ） 

  居宅要介護者（要介護者または要支援者）が、その者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話を受けることができます。 

⑤通所介護（デイサービス） 

  居宅要介護者が、老人デイサービスセンター等の施設に通い、入浴、排せつ、食事等の介護その他

の日常生活上の世話および機能訓練を受けることができます。 

⑥短期入所生活介護（ショートステイ） 

  居宅要介護者が、老人短期入所施設等に短期間入所して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日

常生活上の世話および機能訓練を受けることができます。 

⑦小規模多機能型居宅介護 

  「通い」を中心とし、要介護者の状態や希望に応じて、随時「訪問」や「宿泊」を組み合わせて、

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を受けることができます。 

⑧認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

  要介護者であって認知症である者（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態である者を除く。）

が、共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能

訓練、健康管理および療養上の世話を受けることができます。 

⑨特定施設入居者生活介護 

  要介護者が、特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム又は、ケアハウス等に入

居して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話を受け

ることができます。 

   ＊上記以外にも介護保険で利用できるサービスはありますので、詳細はお問い合わせ下さい。 

 

（問合わせ先：介護保険課 ＴＥＬ ０７３－４３５－１１９０） 

 

 

■その他のサービス 

 

 入所・入居施設として、次のようなものがあります。 

 

①養護老人ホーム 

  高齢者が、環境上の理由および経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な場合、

養護老人ホームに入所することができます。 

②生活支援ハウス 

  独立して生活することに不安のある方に一定期間住居を提供し、介護支援機能、居住機能および交

流機能を総合的に提供します。 

③ケアハウス 

  ６０歳以上（夫婦の場合、どちらか一方が６０歳以上）で、かつ、身体機能の低下等が認められ又

は高齢等のため、独立して生活するには不安が認められる方で、家族による援助を受けることが困難な

方が低額な料金で利用できる施設です。 

  生活相談、入浴、食事等の提供を行うとともに、緊急時の対応を行うこととしており、入所者の虚

弱化の進行に対し、介護保険サービス等の利用により対応していきます。 
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 自ら適切な判断をすることが困難な方に対して次のようなものが利用できます。 

 

④成年後見制度利用支援事業 

  成年後見制度は、認知症高齢者、知的障害者および精神障害者などで判断能力が不十分な状態にあ

る人の財産管理や介護サービス、障害者福祉サービスの利用契約などを成年後見人等が行い、このよう

な人を保護する制度です。本人の判断能力が不十分となり保護の必要性が生じた場合に、家庭裁判所に

申立てをして成年後見人等を選任してもらう「法定後見制度」と、本人がまだ判断能力があるうちに、

前もって契約により任意後見人を定めておく「任意後見制度」があります。 

  申立てできるのは、本人、配偶者、４親等以内の親族、検察官ですが、身寄りがいない等の理由で

申立てる人がいない場合は、市長が、民法第７条に規定する後見開始の審判や、同法第１１条に規定す

る保佐開始の審判などの請求を行うことができます。 

  また、本市では、親族等による法定後見開始の審判が期待できない人について、市長が法定後見制

度の申立て等を行い、費用負担ができない人については後見人等の報酬を負担する成年後見制度利用支

援事業を実施しています。 

              問合わせ先：高齢者・地域福祉課  TEL ０７３－４３５－１０５３ 

                    地域包括支援センター Ｐ１１ 参照 

   ※成年後見制度の申立て手続きに関すること 

   ※任意後見契約の手続きに関すること       和歌山家庭裁判所 

                               TEL ０７３－４２８－９９５１ 

 

⑤福祉サービス利用援助事業 

  自ら判断することが困難な人が、自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用援助を行うも

のです。サービスの内容は、（ア）福祉サービスについての情報提供、助言、サービスの利用援助、代

行等 （イ）福祉サービスの利用料や日常生活費の支払い、預貯金の払戻し（ウ）書類等の預かりサー

ビスなどです。 

    （問合わせ先：和歌山市社会福祉協議会  ＴＥＬ ０７３－４２２－２０８１） 

 

⑥法律相談等 

  近年、悪質な詐欺の被害に遭う高齢者や、消費者金融等への借金返済、多重債務の問題を抱える人

が増加しており、法律的な解決が必要になる場合があります。また、高齢者虐待が発生する場合、その

世帯が経済的に困窮していることが多くあります。 

  市民相談センターでは、弁護士等によりこれらの相談を実施しています。 

（問合わせ先 市民自治振興課 市民相談センター  ＴＥＬ ０７３－４３５－１０２５） 
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（６）虐待対応の終結 

 虐待対応の終結とは、虐待状況（高齢者の生命・身体・財産が危険な状態）が解消されることです。 

 虐待対応の終結にあたっては、「虐待状況が解消されたことが確認できること」が条件となりますので、

それぞれの虐待について発生要因が明確化され、虐待の解消につながったかを判断します。虐待状況が

解消されたかの判断は高齢者虐待対応協力者会議等を開き、関係者や関係機関と連携を取りながら客観

的に評価したうえで行います。 

 虐待対応が終結した後も、高齢者本人や養護者との関わりを継続する必要があります。必要に応じて、

虐待防止のための相談や指導、助言を行い、新たな虐待の発生要因の芽を取り除きます。また、関わり

を継続することで、再発生時にも早期の発見が可能となる場合もあります。 
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第３章 養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応 

１ 養介護施設従事者等による高齢者虐待とは 

 養介護施設従事者等による虐待とは、養介護施設または養介護事業に従事している者から受ける虐待

のことをいいます。養介護施設従事者等による虐待の場合、人間関係のストレス、虐待行為に追い込ま

れる労働環境などが要因として考えられます。しかし、介護専門職による虐待は、その職業倫理に照ら

しても許されるものではありません。 

 

２ 養介護施設設置者等の義務 

 養介護施設の設置者または養介護事業を行う者（以下「養介護施設設置者等という。」）は、養介護施

設従事者等への研修や、利用者やその家族からの苦情処理体制の整備、その他の養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待防止等のための措置を講じなければなりません（法第２０条）。 

 

（１）養介護施設従事者等への研修 

 養介護施設設置者等は、高齢者虐待防止等に係る施設従事者等の資質向上を図るとともに、施設およ

び事業所内で問題となっている事項の解決を図るため、研修機関や自施設内で実施する研修に対する施

設従事者等の参加機会を計画的に確保しなければなりません。 

 

（２）苦情処理体制の整備 

 施設やサービスを利用する高齢者やその家族からの苦情や相談があったときのために、苦情解決の仕

組みが円滑に機能し、利用者の立場に配慮した対応が行われるよう、「社会福祉事業の経営者による福祉

サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について（平成１２年６月７日、障第４５２号、社援第１３

５２号、老発第５１４号、児発第５７５号）」を参考に、施設および事業所内での苦情処理体制を整備し、

利用者および施設従事者等に周知、徹底する必要があります。 

 

（３）その他の高齢者虐待防止等のための措置 

  ■職場環境づくり 

 職場内での民主的な組織づくりがおろそかになると、そのことが直接的、間接的に利用者との関係に

反映されることになります。養介護施設設置者等は、話合いによる問題解決のルールづくり、現場責任

者会、業務検討会等を通じ、現場の意見を吸い上げる努力が必要です。 

 また、施設従事者等のやる気を育てるために、従事者等による自主的な目標設定・自主点検が行える

体制づくりを推進していく必要があります。このほかにも、自施設内はもとより他施設等の虐待事例を

集め、要因分析や対応方法の検討を行い、施設従事者等による虐待を防止していくために有効と思われ

る方法を実施していきます。 
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  ■身体拘束の原則禁止 

 平成１２年に導入された介護保険制度に伴い、介護保険施設等では身体拘束が生命または身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き禁止されました。一般的に、身体拘束は身体的虐待であり、人権

擁護の観点から問題があるだけでなく、高齢者のＱＯＬ（生活の質）を損なうおそれがあります。身体

拘束によって高齢者の身体機能は低下し、寝たきりにつながるおそれがあるだけでなく、時には死期を

早める可能性もあります。 

 介護保険の指定基準において、介護老人福祉施設等では、「生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合（※５）」は身体拘束が認められていますが、この例外規定は極めて限定的に考えるべきです。

身体拘束を「事故防止対策」として安易に正当化することなく、高齢者の立場に立って、その人権を保

障しつつケアを行うという基本姿勢が求められています。 

  

【参考】 

 ＊介護保険指定基準において禁止の対象となる身体拘束 

（厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き 高齢者ケアに関わるすべての人に」より） 

・徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

・転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

・自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

・点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

・点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を

制限するミトン型の手袋等をつける。 

・車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、車いす

テーブルをつける。 

・立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

・脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

・他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 

・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

・自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

 

※５ Ｐ２６「緊急やむを得ない場合の対応」を参照下さい。 
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＊緊急やむを得ない場合の対応 

 緊急やむを得ない場合の対応とは、一時的に発生する突発事態のみに限定されています。安易に「緊

急やむを得ない」として身体拘束を行うことのないよう、次の要件、手続きに沿って慎重な判断が必要

です。 

① 次の３つの要件をすべて満たすことが必要 

 

 

② 手続き面での留意点 

 利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容、理由、拘束の時間、時間帯、期間等をできる 

限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努めます。その際には、施設長や現場の責任者から 

説明を行うなど、説明手続きや説明者について事前にルール化しておく必要があります。仮に、 

事前に身体拘束について家族の理解を得ている場合でも、実際に身体拘束を行う時点または事 

後に必ず個別に説明を行います。 

 「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかは常に観察、検討し、要件に該当しなくなっ 

た場合には直ちに解除します。この場合には、利用者本人の心身の状況等を観察するなどの対 

応が重要です。 

 

③ 記録の義務 

 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状 

況、緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。また、日々の心身の状況等の観察、 

および拘束の必要性や方法に係る再検討を行い、逐次その記録を加えるとともに、それについ 

て情報を開示し、スタッフや家族等関係者間で、直近の情報を共有するようにします。 

  

要    件 留 意 点 

切迫性 

利用者本人または他の利用者 

等の生命または身体が危険に 

さらされる可能性が著しく高 

いこと。 

身体拘束を行うことにより本人の日常生活

等に与える悪影響を勘案し、それでもなお

身体拘束を行うことが必要な程度まで生命

または身体が危険にさらされる可能性が高

いことを確認する必要があります。 

非代替性 

身体拘束その他の行動制限を 

行う以外に代替する介護方法 

がないこと。 

いかなる場合でも、まずは身体拘束を行わ

ずに介護する全ての方法の可能性を検討

し、他に代替手法が存在しないことを複数

のスタッフで確認する必要があります。 

一時性 
身体拘束その他の行動制限が 

一時的なものであること。 

本人の状態等に応じて必要とされる最も短

い拘束時間で対応する必要があります。 
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３ 養介護施設従事者等の義務 

 養介護施設従事者等は、自施設等において養介護施設従事者等による虐待を受けた高齢者を発見した

場合には、市町村に通報しなければなりません（法第２１条第１項）が、通報したことを理由として、

解雇その他不利益な取扱いは受けることはありません（法第２１条第７項）。 

 

４ 養介護施設従事者等による虐待を発見した者の義務 

 養介護施設従事者等による虐待を受けた高齢者を発見した者は、速やかに市町村に通報するよう努め

なければなりませんが、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合には、速やかに通報し

なければなりません（法第２１条第２項および第３項）。 

 また、養介護施設従事者等による虐待を受けた高齢者も、市町村に届け出ることができます。（法第２

１条第４項）。 

 本市への通報等は、前述窓口（Ｐ１０）をご利用ください。 

 

５ 養介護施設従事者等による高齢者虐待への対応 

 養介護施設従事者等による虐待の通報等を受けた場合、市町村長は、養介護施設の業務、または養介

護事業の適正な運営を確保することにより、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止および当該高

齢者の保護を図るため、老人福祉法または介護保険法の規定による権限を適切に行使します（法第２４

条）。 

 本市では、ケース内容に応じて、適宜、医師や弁護士等の専門家の意見を聞きながら、迅速かつ適切

な対応に努めます。 
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